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大津市コミュニティセンター条例の制定及び大津市立公民館の管理及び運営に関する条例の一部改正について 

 

１ 制定趣旨 

   生涯学習の拠点としての公民館機能は残しつつ、地域の意向や事情に応じて、地域コミュニティの活動拠点として公民館をコミュニティセンター化し、住民

自治の確立された魅力あるまちづくりを実現するため、大津市コミュニティセンターの設置及び大津市立公民館の一部改正に関する事項を定める。 

 

２ 概要 

  ■大津市コミュニティセンターの設置に関して、本条例が定める主な事項は以下のとおり。 

  （１）設置 

地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、大津市コミュニティセンターを設置する。 

  （２）事業内容 

①地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること。 

②地域の主体的な学びの推進に関すること。 

③地域の情報の収集及び発信に関すること。 

④コミュニティ活動の場の提供に関すること。 

⑤その他センターの設置の目的を達成するために必要なこと。 

  （３）使用の許可の制限 

①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

②センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。 

③その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

  （４）利用料金 

会議室等の利用料金の額は、条例に掲げる額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

  （５）利用料金の減免 

市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

  （６）指定管理者による管理 

コミュニティセンターの管理は、指定管理者に行わせることができる。 



2 

 

 

 

 

  ■大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正の主な事項は以下のとおり。 

  （１）条例の名称 

各学区の公民館を、分館を含めてコミュニティセンターへ移行し、大津公民館のみ公民館として残ることから、条例の名称を大津市大津公民館条例へと

改正する。 

  （２）公民館運営審議会 

指定管理者制度によって運営する大津公民館のみとなることから、公民館運営審議会は設置しない。 

  （３）貸室の利用料金 

     朝・昼・夜の３区分単位の使用許可を基本として、１時間単位で許可できることとしていたが、１時間単位の使用許可を基本とし、利用料金も１時間単位

へと改める。時間あたりの料金の変更はない。 

 

３ 施行期日 

  （１）公民館からコミュニティセンターへ移行する期日について、令和２年４月１日から令和７年４月１日までの間において、規則で別に定める日とし、移行する

までの間は、引き続き公民館として設置する。 

  （２）コミュニティセンターの自主運営を希望する地域からの申し出に基づき、市が運営のための組織や人員体制を確認した上で、自主運営を行う環境を整え

るため、公民館をコミュニティセンターへ移行する期日を規則で定める。（移行のフローチャート及び運営パターンは別紙参照） 

  （３）規則で期日を定める際には、地域の意向や事情を考慮するものとする。 

 

４ 備考 

  ■令和７年４月１日以降の対応 

条例案においては、令和７年４月１日までに公民館からコミュニティセンターへ移行する施行期日を定めることとしており、令和７年４月１日までにコミュニテ

ィセンターに移行できず、施行期日を定められない公民館がある場合は、５年間の実施状況を検証し、条例改正などの対応策について検討していく。 
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【別紙１】 

コミュニティセンター移行のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コミュニティセンターへの移行と自主運営の実施 
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【別紙２】 

公民館及びコミュニティセンターの運営パターン 

施設形態 運営形態 
人員体制 

業務分担 
委託料 

指定管理料 市 地域 

公民館 

 

市直営 

・公民館長 1名 

（支所長兼務） 

・生涯学習専門員 1名 

なし 
【市】公民館業務全般 

【地域】なし 
なし 

 

運営 

業務委託 

自
主
運
営
試
行 

・公民館長 1名 

（支所長兼務） 

・生涯学習専門員 1名 

あり 

【臨時職員(週 2日) 

1 名雇用相当分】・・・

① 

【市】 

・下記以外の公民館業務全般 

【地域】 

・公民館講座の実施や広報紙の作成等の業務 

約 78万円 

(①65万円× 

事務管理費 10％×1.1) 

コミュニティ 

センター 

パ
タ
ー
ン
１ 

・コミセン長 1名 

（支所長兼務） 

・生涯学習専門員 1名 

あり 

【臨時職員 1 名雇用

相当分】・・・② 

【市】 

・貸室の許認可 

・地域の主体的な学びの支援 

・まちづくり協議会の設立運営支援 

・地域内の連絡調整 

【地域】 

・貸室の受付（許認可除く）や広報紙の作成、

軽微な施設管理等の業務 

約 230万円 

(②193万円× 

事務管理費 10％×1.1) 

パ
タ
ー
ン
２ 

・コミセン長 1名 

 （支所長兼務） 

あり 

【臨時職員 1 名＋嘱

託職員（週 4 日）1 名

雇用相当分】・・・③ 

約 550万円 

(③457万円× 

事務管理費 10％×1.1) 

コミュニティ 

センター 
指定管理者制度 なし 

あり 

【臨時職員 1 名＋嘱

託職員 1 名雇用相当

分】・・・④ 

【市】（本庁担当課） 

・地域の主体的な学びやまちづくり活動の支援 

【地域】 

・コミュニティセンター業務全般 

約 600万円 

((④473 万円+講座開設費+

事務管理費等)×1.1) 

 


